
令和 3年度 第 3回 美濃加茂市地域公共交通活性化協議会 

 

 

 

〇議  題 

 

・議第 1号   生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダ系統確保維持計画）の

記載内容の変更について 

 

 

〇報告事項 

 

・報告事項 1  まちなかぐるっと線における停車する停留所の順番の変更について 

 

・報告事項 2  まちなかぐるっと線における「美濃太田駅南口」を経由する回数の

変更について 

 

・報告事項 3  まちなかぐるっと線「文化会館」停留所の名称変更について 



議第 1号 

 

生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダ系統確保維持計画）の記載内容の変更

について 

 

○要旨 

令和 3 年 6 月に認定申請をした生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダ系

統確保維持計画）について、実情に合わせるため、記載内容の一部を変更します。 

 

○変更箇所 

 

 ・14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

変更後 変更前 

（１）事業の目標 

新しい車両を導入することで、あい

愛バスの運行を持続可能なものにす

る。 

○令和 4年 1月導入車両 

 導入車両 トヨタハイエースコミ

ューター 

 導入時期 令和 4年 1月 

  導入台数 2台 

（１）事業の目標 

新しい車両を導入することで、あい

愛バスの運行を持続可能なものにす

る。 

○令和 3年 10月導入車両 

 導入車両 トヨタハイエースコミ

ューター 

 導入時期 令和 3年 10月 

  導入台数 2台 

 

 ・20．協議会の開催状況と主な議論 

変更後 変更前 
＜令和３年度＞ 

Ｒ ３． ６．１８  

第１回 令和３年度事業計画・予算、 

令和４年度生活交通確保維持改善計画に 

ついて等 

 

Ｒ ３． ８． ３  

第２回ダイヤ改正、停留所の新設・経路 

変更等 

 

Ｒ ３． ９． ２１  

第３回 令和 4年度生活交通確保維持改 

善計画の変更について等（書面決議） 

＜令和３年度＞ 

Ｒ ３． ６．１８  

第１回 令和３年度事業計画・予算、令 

和４年度生活交通確保維持改善計画につ 

いて等 

 

 

 

 ・表６ 車両の取得計画の概要（車両減価償却費等補助）（地域内フィーダー系

統）について 
変更後 変更前 

購入年月 

R4.1 

購入年月 

R3.7 

 

 

〇資料１…【修正版】令和 4年度生活交通確保維持改善計画（表 1、5、6含む） 



報告事項 1 

 

まちなかぐるっと線における停車する停留所の順番の変更について 

 

○要旨 

あい愛バスまちなかぐるっと線において、利便性の向上のため、常に先に到着

する停留所で乗降できるよう、停車する停留所の順番を、次のように変更するこ

とを報告します。 

 

○停車する順番を変更する路線 

・まちなかぐるっと線 

 

〇停車する順番を変更する停留所 

・「ひまわりの家」 

・「総合福祉会館」 

 

〇変更前 

左まわり 
「本郷町 6丁目」→「ひまわりの家」→「総合福祉会館」→「食品ス

ーパー アルビス」 

右まわり 
「食品スーパー アルビス」→「総合福祉会館」→「ひまわりの家」

→「本郷町 6丁目」 

 

〇変更後 

左まわり 
「本郷町 6丁目」→「ひまわりの家」→「総合福祉会館」→「食品ス

ーパー アルビス」 

右まわり 
「食品スーパー アルビス」→「ひまわりの家」→「「総合福祉会館」

→本郷町 6丁目」 

 

 

参考…資料２ 該当停留所周辺路線図 

 

 

 

〇適用予定日 

 令和４年１月３日（月） 



報告事項 2 

 

まちなかぐるっと線における「美濃太田駅南口」を経由する回数の変更について 

 

○要旨 

あい愛バスまちなかぐるっと線において、前平方面（前平公園園内・岐阜健康管理

センター等）を先に走行する便（現在の 3便）では、「プラザちゅたい」停留所と「野

尻整形外科」停留所の間に「美濃太田駅南口」→「美濃太田駅北口」→「美濃太田駅

南口」という順で「美濃太田駅南口」を 2度経由しているが、より効率的な運行によ

り利便性を向上させるため、「美濃太田駅南口」への経由を１つ減らし、「プラザちゅ

うたい」→「美濃太田駅北口」→「美濃太田駅南口」→「野尻整形外科」のように変

更しますことを報告します。 

 

○停車する順番を変更する路線 

・まちなかぐるっと線（現在の 3便） 

 

〇経由する回数を変更する停留所 

・美濃太田駅南口 

 

〇変更前 

「プラザちゅうたい」→「美濃太田駅南口」→「美濃太田駅北口」→「美濃太田駅

南口」→「野尻整形外科」 

 

〇変更後 

「プラザちゅうたい」→「美濃太田駅北口」→「美濃太田駅南口」→「野尻整形外

科」 

 

 

 

 

 

〇適用予定日 

 令和４年１月３日（月） 



報告事項 3 

 

まちなかぐるっと線「文化会館」停留所の名称の変更について 

 

○要旨 

あい愛バスの停留所名について、施設のリニューアルに伴い、愛称が名づけ

られ、今後この呼称が市民に浸透していくことから、名称を変更することにつ

いて報告します。 

 

 

○名称を変更する停留所 

路線名 停留所名（変更前） 停留所名（変更後） 

まちなかぐるっと線 文化会館 かも～る 

 

 

〇適用予定日 

 令和４年１月３日（月） 


